
 

高齢者タクシー料金助成事業の検証にかかる意見聴取について 

 

【高齢者タクシー料金助成事業制度の趣旨】 

高齢者支援課では、高齢者の要介護認定者の割合が５０％を超える満８５歳以上の全

市民を対象に、少しでも多く外に出ていただいて自立した日常生活が営めるよう、閉じこも

り防止、外出を支援する趣旨で、タクシー料金の初乗り運賃相当を１年間で最大２８回分を

助成しています。 

 

【現在の状況】 

令和 4 年度当初での、県内全市(３８市)の状況では、高齢者タクシー料金助成を実施し

ている市は２５市。そのうち当市のように年齢要件のみで助成券を交付している市は８市。

残り約７割にあたる１７市は「課税状況、要介護認定状況や行先、同居親族の有無など」の

制限をかけ、初乗り料金を対象とした助成が１４市で、残り１１市は料金を一定の割合で助

成するなどとなっています。 

この調査からも、当市の助成制度は他市と比較しても見劣りする状況にないことから、助

成額の増額については、市議会からも申し入れはあるものの、現時点では増額する必要性

を感じておりませんが、他の交通手段を合わせた高齢者の移動支援の充実との観点から、

この制度の見直しについて現在検討を進めているところです。 

 

【委員みなさんへのお願い】 

 市の公共交通施策を検討する地域公共交通会議の委員の皆様からも、この制度に対す

るご意見をいただき、見直しの参考とさせていただければと考えておりますので、忌憚のな

いご意見をお聞かせください。 

 

＜参考＞ 

① 令和 3 年度の事業実績 

年度 対象者数（人） 発行枚数（枚） 利用枚数（枚） 利用率 事業費 

令和 3 年度 3,246 人 39,138 枚 13,423 枚 34.2％ 8,002,440 円 

 

② 85 歳以上人口の推計値 

年度 令和 5 年度 令和 17 年度（ピーク時） 倍率 

85 歳以上人口 3,443 人 5,255 人 1.53 倍 

 


